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１．趣旨
波多方トンネル直販所「いちみらんかえ」（以下「波多方トンネル直販所」という。）を指定管理者が行うにあたり、業務の内容、その範囲及び提出書類作成等をこの仕様書に定めるものとする。


２．管理運営に関する基本的な考え方
指定管理者は、波多方トンネル直販所を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。
（１）観光やイベント情報等を提供することにより、新たな交流拠点づくりを創造するとともに地域の活性化を図るという設置目的に基づいて業務を行うこと。
（２）業務の遂行に関係する法令や条例等の内容を十分理解して、管理運営を行うこと。
（３）市民や利用者の意見・要望を管理運営に反映させること。
（４）個人情報の保護を徹底すること。
（５）利用者の安全確保に十分配慮すること。
（６）効率的な運営を行い、管理運営費の節減に努めること。


３．施設の概要
（１）名　　称　　　波多方トンネル直販所「いちみらんかえ」
（２）所 在 地　　　杵築市大田波多方451番地5
（３）施設概要　　　
①施設構造　　　木造平屋建て　床面積　60.84㎡
②施設内容　　　直販所


４．開園日及び休園日
開園日及び休園日は、利用者の利便性及び効率的な運営を考慮して指定管理者が
提案し、あらかじめ市と協議の上で決定するものとする。


５．開園時間
開園時間は、利用者の利便性及び効率的な運営を考慮して指定管理者が提案し、
あらかじめ市と協議の上で決定するものとする。


６．指定期間
令和８年８月１日から令和１１年３月３１日までの２年８ヵ月の間


７．法令等の遵守
波多方トンネル直販所の管理運営にあたっては、本仕様書のほか次に掲げる法令、その他関係する法令等に基づかなければならない。
（１）地方自治法、地方自治法施行令ほか行政関連法規
（２）杵築市大田ポケットパーク、波多方トンネル直販所「いちみらんかえ」条例
（３）杵築市個人情報保護条例、杵築市情報公開条例
（４）労働基準法、労働安全衛生法ほか労働関係法規
（５）その他関係法令、条例、規則及び要項等
指定期間中に上記の規定する法令等に改正があった場合は、改正後の内容とす
る。


８．管理運営業務内容
１）施設の運営等に関すること　
①　職員の配置等に関すること
ア．施設の管理運営業務を掌る管理運営責任者を定め、書面をもって市に報告
すること。これらの者を変更したときも同様とする。
イ．職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること。
ウ．職員に対し、施設の管理運営に必要な研修を実施すること。
エ．安全な管理運営を行うにあたり、労働基準法及び同法施行規則、その他関係法令等を遵守し、業務内容に応じて必要な知識・資格を有する者を配置すること。
②　施設の利用に関すること。
ア．施設の利用許可及び利用制限及び利用後の施設の原状回復の指示等を行うこと。
　イ．利用申請時には利用者からの相談を受付け、必要な指導･助言を行うこ
と。
③　要望及び苦情の処理
波多方トンネル直販所に関する要望及び苦情に対しては、誠意を持って対応
するとともに、重大な案件についてはその内容を速やかに市へ報告すること。
（２）施設の管理に関すること。
①　安全管理に十分配慮し、火災、損傷等を防止して財産の保全を図るとともに、
利用者及び職員の安全確保に努めること。
②　衛生管理に十分配慮し、常に快適な利用ができる環境の保全に努めるととも
に、施設の美観を維持すること。
③　保守管理業務
　　　保守管理業務に掲げるすべての業務を他の事業者に委託することはできないが、
部分的な業務の委託については、専門の業者に委託できるものとする。
（保守点検等業務については、別表１「施設等の保守管理業務」を参照。）
　　④　建築設備は、関係法令を遵守の上、日常点検、法定点検、定期点検、精密点
検等を行い、初期の性能を維持すること。
　　⑤　各種業務において従事者に資格が必要な場合は資格を有し、信用及び経験の
ある者に業務を行わせること。
⑥　備品等の管理に関すること。
ア．市の所有に属する備品等については、別表２「備品一覧表」で示した備品を市から無償で貸与する。ただし、その修繕は指定管理者の負担とする。
イ．備品台帳の管理を行うこと。
ウ．指定管理者は､市の所有に属する備品等について管理を行うものとする。また、指定管理者はその保管に係る備品を整理し、備品の取得及び廃棄の異動について定期的に市に報告しなければならない。また、破損、不具合の生じた時には速やかに市に報告し、補充すること。補充した備品の所有権は市に帰属するものとする。
　　　エ．施設内の備品以外に指定管理者が必要とする備品が生じた場合は、備品を購入し、管理を行うこと。また、新規に購入した備品の所有権は指定管理者に帰属するものとする。
　　　オ．消耗品
　　　　　施設の運営に支障をきたさないよう、必要な消耗品を適宜購入し、管理を行うこと。
⑦　施設等の改修、修繕業務
　　　ア．施設等の現状変更
　　　　　施設等の現状を変更しようとするときは、市の許可を得なくてはならない。
　　　イ．施設若しくは設備又は市が備えた備品類がき損し、又は滅失したときは直ちに市に報告するとともに、指定管理者の負担により施設の修繕を随時行うこと。ただし、大規模修繕等施設本体に係る経費については、市の指示に従うこと。
（３）市への報告事項等
①　随時報告を求める事項
　　　指定管理者は、次の事項に該当した時は、速やかに市へ報告を行うこと。
　　　ア．施設において、事故が生じたとき
　　　イ．施設又は施設に係る物品が滅失し、又はき損したとき
　　　ウ．施設の管理に関し、訴訟が提起されたとき、又は提起される恐れがあると
　　　　き
　　　エ．指定管理者の定款若しくは寄付行為又は登記事項に変更があったとき
　　　オ．指定管理者の金融機関との取引が停止となったとき
　　　カ．指定管理者が施設の管理業務に関して有する債権に対し、差押え（仮差押えを含む。）等がなされたとき
　　　キ．その他市があらかじめ定めた事由が発生したとき
②　事業計画書及び収支予算書の作成
　　③　事業報告書の作成及び提出
　　　指定管理者は、次の事項を記載した事業報告書を毎年度作成し、会計年度終了
後、60日以内に提出すること。
　　　ア．管理業務の実施状況及び利用状況に関する事項
　　　イ．事業収入等の実績に関する事項
　　　ウ．管理に係る経費の収支状況に関する事項
　　　エ．その他管理の実態を把握するために必要な事項
④　指定管理者導入施設の状況等の報告
指定管理者は、四半期ごとに指定管理者制度導入施設の利用状況（所定の様式
にて作成）と毎年11月に上半期分（4月～9月分）、5月に下半期分（10月～
3月分）の利用状況、収支状況等の実績を記載した指定管理者導入施設の状況
（所定の様式にて作成）を報告すること。
⑤ 関係機関との連絡調整


９．管理運営・経費等について
（１）管理運営経費について
　　　施設の管理､運営にあたっては、指定管理者が行う波多方トンネル直販所における事業で生じた収入等により管理することになる。したがって、施設の利用を促進し収入の確保を図る必要がある。
（２）市への納入金の取扱い
　　　指定管理者は各年度において税法の規定に準じて計算した指定管理施設にかかる課税所得が黒字となった場合は、当該年度の黒字分の２０％を市に納入するものとする。課税所得が赤字となった場合、市からの補てんはしない。
（３）施設の修繕・工事等
市は、施設の修繕・工事等（1件10万円以上（税込）のものや税務上の資本的支出にかかるもの）について、事業計画書において提示のあった金額を参考に、修繕内容を精査のうえ予算の範囲内で修繕・工事等を行う。
　　　なお、修繕・工事等の実施時期は、指定管理者との協議による。
（４）区分会計の独立と管理口座
　　　指定管理者は、自身の団体等と独立した会計帳簿類及び経理の規程を設けるとともに、収入及び経費については、団体自身の口座とは別の独立した口座で管理すること。
　　　また、他の「公の施設」の指定を受ける場合でも、原則として1施設1口座とし、他の「公の施設」の管理口座とは別の口座で管理すること。会計は、企業会計で行うこと。
（５）立入検査について
　　　市は必要に応じて、施設、物品及び各種帳簿等の現地調査を行う。
（６）管理運営状況に関するモニタリング
　　　指定管理者により、施設が適正に運営されているかどうかを確認するため、市は定期的及び随時にモニタリングを実施する。指定管理者は、市が指定する報告書を提出する義務があり、運営状況が適正でないと認められる場合は、市は指定管理者に対して改善勧告を行う。
（７）監査
　　　杵築市監査委員等が杵築市の事務を監査するにあたり、必要に応じて指定管理者に対し実地調査、又は帳票書類その他記録の提出を求めることがある。

１０．個人情報の取り扱い等について
（１）個人情報の取り扱い
　　　指定管理者が施設の管理を行うにあたり、個人情報を取り扱う場合は、その取り扱いに十分留意し、漏洩、滅失及びき損の防止その他の個人情報の適切な管理に努め、個人情報を保護するために必要な措置を講じること。
個人情報の漏洩等の行為には、杵築市個人情報保護条例に基づく罰則が適用されるものとする。
（２）情報公開
　指定管理者が管理を行うにあたり作成し、又は取得した文書等で指定管理者が管理しているものについては、杵築市の公文書として取扱い、その公開については、杵築市情報公開条例に基づき必要な措置を講ずるものとする。
（３）文書の管理・保存
指定管理者が業務に伴い作成し、又は受領する文書等は、杵築市文書管理規程等に基づいて、公文書として取扱い、適正に管理・保存すること。
また、指定期間終了時に、杵築市の指示に従って引き渡すこと。
（４）守秘義務
指定管理者は、施設の管理を行うにあたり、業務上知り得た内容を第三者に漏らし、又は自己の利益のために使用してはならない。この指定の期間が終了した後も同様とする。


１１．市と指定管理者とのリスク分担
　市と指定管理者とのリスク分担は、概ね別表３「リスク分担表」のとおりとする。詳細については協定締結の際に定める。


１２．安全管理マニュアルの作成
　指定管理者は、安全管理の徹底のため、法令等を遵守した安全管理マニュアルを作成し、従事者に周知徹底を図るとともに安全対策に万全を期すこと。


１３．その他の事項
（１）指定管理者の責めに帰すべき事由による指定の取消し等
①次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、市は、指定を取り消し、又は期間を定めて本業務等の全部若しくは一部の停止を命ずることができるものとする。	
ア 指定管理者が協定書、関係法令等に違反する等不正行為を行ったとき。
イ 指定管理者が市に対し虚偽の報告をし、又は正当な理由なく報告等を拒んだとき。
ウ 指定管理者が応募資格要件に該当しなくなったとき。
エ 指定管理者が経営状況の悪化などにより、本業務等を行うことが不可能又は著しく困難となったとき。
オ その他市長が必要と認めるとき。
②上記の取消し等の事由により、市が指定を取り消し、又は期間を定めて本業務等の全部若しくは一部の停止を命じた場合において、市に損害が生じた場合は、指定管理者は、市にその損害を賠償しなければならないものとする。この場合において、指定管理者に損害・損失や増加費用が生じても、市はその賠償の責めを負わないものとする。
　　③指定管理者は、上記の取消事由のウ若しくはエに該当することとなった場合、又はそのおそれがある場合は、速やかに市に報告しなければならない。
（２）不可抗力等による指定の取消し等
不可抗力その他市及び指定管理者の責めに帰することができない事由により、業務の継続が困難となった場合は、双方協議の上、指定の取消し、又は業務の全部または一部の停止を行うことができるものとする。この場合において、取消し等により発生する損害等の負担については、協議のうえ決定する。
（３）その他協議すべき事項
協定書に定めのない事項及び疑義が生じた場合には、市及び指定管理者双方が誠意をもって協議するものとする。
（４）業務の引継ぎについて
指定期間の終了又は指定の取消し等により、市又は市が指定する者に業務を引き継ぐ場合には、円滑な引継ぎを行うこと。



別表１　施設等の保守管理業務
	業　　務
	必要管理項目
	説明

	清　掃
	施設内・日常清掃
	通年

	消防設備
	日常保守管理
	通年

	施設設備管理
	日常保守管理
	通年

	衛生管理
	日常保守管理
	通年

	
	害虫駆除
	通年

	廃棄物処理
	一般廃棄物処理
	通年

	植栽管理
	日常保守管理、除草・樹木剪定
	通年

	備品管理
	日常保守管理
	通年

	小規模修繕
	照明設備の維持･交換その他施設の修繕
	通年





別表２　備品一覧表
	№
	備品番号
	品目
	規格種類
	取得価格
	取得年月日

	1
	31003
	エアコン
	MSZ-GV4018S-W
	129,600円
	R1年5月20日

	2
	31004
	エアコン
	MSZ-GV2818-W
	169,920円
	R1年5月20日



















別表３　リスク分担表
	種　類
	内　容
	杵築市
	指定
管理者

	物価変動
	人件費、物品等物価変動に伴う経費の増
	
	○

	金利変動
	金利の変動に伴う経費の増
	
	○

	周辺地域、市民及び施設利用者への対応
	地域との協調
	
	○

	
	施設管理、運営業務、内容に対する市民及び利用者からの反対、訴訟、要望への対応
	
	○

	
	上記以外
	○
	

	法令の変更
	施設管理、運営に影響を及ぼす法令変更
	○
	

	
	指定管理者に影響を及ぼす法令変更
	
	○

	税制度の変更
	施設管理、運営に影響を及ぼす税制変更
	○
	

	
	一般的な税制変更
	
	○

	政治、行政的事由による事業変更
	政治、行政的理由から、施設管理運営業務の継続に支障が生じた場合、または業務内容の変更を余儀なくされた場合の経費及びその後の維持管理経費における当該事情による増加経費負担
	○
	

	不可抗力
	不可抗力（暴風、豪雨、洪水、地震、火災、争乱、その他の市又は指定管理者のいずれかの責めにも帰すことができない自然的又は人為的な現象）に伴う施設、設備の修復による経費の増加及び事業履行不能
	○
	

	書類の誤り
	仕様書等、市が責任を持つ書類の誤りによるもの
	○
	

	
	事業計画書等、指定管理者が提案した内容の誤りによるもの
	
	○

	施設･設備の損傷
	指定管理者の故意または重大な過失によるもの
	
	○

	
	施設・設備の設計・構造上によるもの
	○
	

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できないもの等（1件10万円未満（税込）のもの）
	
	○

	
	上記以外の経年劣化、第三者の行為で相手方が特定できないもの等（上記以外）
	○
	

	資料等の損傷
	管理者としての注意義務を怠ったことによるもの
	
	○

	
	上記以外の事由によるもの
	○
	

	第三者への賠償
	管理者としての注意義務を怠ったことにより損害を与えた場合
	
	○

	
	上記以外の事由により損害を与えた場合
	○
	

	セキュリティー
	警備不備による情報漏洩、犯罪発生
	
	○

	事業終了時の費用
	指定管理者業務の期間が終了した場合又は期間中に業務廃止した場合における事業者の撤収費用
	
	〇

	移管・退去
	施設の改修（内装に留まらない屋根・柱等主要部分への改修工事全般）に対する原状回復義務及び有益費の取扱い
	市が許可して実施した施設の改修につき、事業者は原状回復義務を負わない。
貸与期間中に事業者の改修等により施設の価値が増加しても、退去時、事業者は市にその対価を償還請求できないものとする。


※市において「建物災害共済（(財)全国自治協会）」に加入しているが、その他リスク対応等、管理運営上必要な保険は指定管理者の負担において付保すること。


別添

個人情報取扱特記事項

（基本的事項）
第１条　乙は、個人情報（個人に対する情報であって、特定の個人が識別され、又は識別され得るものをいう。以下同じ。）の保護の重要性を認識し、この協定による業務を実施するに当たっては、個人の権利利益を侵害することのないよう、個人情報を適正に取り扱わなければならない。

（秘密の保持）
第２条　乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならない。この協定が終了し、又は解除された後においても同様とする。

（収集の制限）
第３条　乙は、この協定による業務を行うために個人情報を収集するときは、その業務の目的を達成するために必要な範囲内で、適法かつ公正な手段により行わなければならない。

（適正管理）
第４条　乙は、この協定による業務の実施により知ることのできた個人情報の漏洩、滅失及び損傷の防止その他個人情報の適正な管理のために必要な措置を講じなければならない。

（利用及び提供の制限）
第５条　乙は、甲の指示がある場合を除き、この協定による業務に関して知ることのできた個人情報を協定の目的以外の目的に利用し、又は甲の承諾なしに第三者に提供してはならない。

（複写又は複製の禁止）
第６条　乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡された個人情報が記載された資料等を甲の承諾なしに複写し、又は複製してはならない。

（再委託の禁止）
第７条　乙は、この協定による業務を行うための個人情報の処理は、自ら行うものとし、甲が承諾した場合を除き、第三者にその処理を委託してはならない。

（資料等の返還等）
第８条　乙は、この協定による業務を処理するために甲から引き渡され、又は乙自らが収集若しくは作成した個人情報が記録された資料等は、業務完了後直ちに甲に返還し、又は引き渡すものとする。ただし、甲が別に指示したときは、その指示に従うものとする。

（従事者への周知）
第９条　乙は、この協定による業務に従事している者に対して、在職中及び退職後において、その業務の実施により知ることのできた個人情報を他に漏らしてはならないこと、又は協定の目的以外の目的に使用してはならないこと等、個人情報の保護に関し必要な事項を周知するものとする。

（実地調査）
第１０条　甲は、必要があると認めるときは、乙がこの協定による業務の執行に当たり取り扱っている個人情報の状況について随時実地に調査することができる。

（事故報告）
第１１条　乙は、この協定に違反する事態が生じ、又は生ずるおそれのあることを知ったときは速やかに甲に報告し、甲の指示に従うものとする
